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木場潟公園東園地における臨時閉園エリアの 

全面解除（東側丘陵地（里山エリア））のお知らせ 

令和６年１０月１６日(水)、東園地で園内に設置してあるＡＩカメラに

クマらしき害獣が映ったことから、その直後より、東園地を全面閉園とし

てきました。 

その後、里山交流ハウスや農業体験ハウス周辺の平地エリアについては、

専門家の指導のもと、東側丘陵地（里山エリア）からの侵入を防ぐ万能塀

を新たに設置するなどの対策を実施し、平地エリアのみ１１月１５日(金)

９時より通常開園しました。 

閉園を続けてきた東側丘陵地（里山エリア）については、園内全域にお

いて赤外線カメラを搭載したドローンを併用した現地踏査を実施し、園内

に害獣はいないと確認できたことや、専門家の指導のもと、追加で行って

きた門扉の改良、電気柵の強化などの対策が完了したことから、 

３月１５日(土)９時より全面開園いたします。 
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供用区域 

（獣害対策（強化）） 

・門扉の改良（８箇所） 

・電気柵の強化 など 

平地エリア ※１１月１５日解除済みエリア 

（里山交流ハウス、農業体験ハウス周辺） 

東側丘陵地（里山エリア） 

※今回閉園を解除するエリア 


